
手
形
の
主
た
る
債
務
の
時
効
消
滅
と
償
還
義
務

朝

山

善

成

一

、

為
替
手
形
の
引
受
人

又
は
約
束
手
形

の
振
出
人
に
対
す
る
手
形
所
持
人
の
手
形
債
権
の
消
滅
時
効
は
三
年

で
あ
り
、
裏
書
人
等
遡
求
義
務
者
に
対
す
る
所
持
人

の
手
形

債
権

の
消
滅
時
効
は

一
年

で
あ
り
、
再
遡
求
の
場
合
は
六
ヵ
月

で
あ
る

(
手
形
法
第
七
〇
条

、
七
七
条

一
項
)
。

と

こ
ろ
で
約
束
手
形

の
所
持
人
の
手
形
上

の
債
権

は
、

振
出
人
に
対
す
る
も

の
よ
り
裏
書
人

に
対
す
る
も

の
の
方
が
先
に
消
滅
時
効
に
罹
る
の
が
通
常
で
あ

る
が
、
事
情
に
よ

っ
て
は
裏
書
人
に
対
す
る
手
形
債
権

の
消
滅
時
効

が
中
断
さ
れ
て
い
る
問

に
、
振
出
人
に
対
す
る
手
形
債
権
の
消
滅
時
効
が
完
成
す

る
場
合
が
あ
り
得

る
。

手
形
の
主
た
る
債
務
者

に
対
す
る
手
形
債
権
が
消
滅
時
効
に
罹

っ
た
場
合
に
、
裏
書
人
等
遡
求
義
務
者
に
対
す
る
手
形
債
権
も
存
続
し
え
ず
消
滅
す
る
と
解
す
る
の
が

通
説
判
例
で
あ
る
。
し
か
し
右
の
解
釈

に
対
し
て
従
前
か
ら
反
対
説
が
な
か

っ
た
訳

で
は
な
い
し
、
通
説
判
例
に
は
理
論
的

に
も
ま
た
結
論
的

に
も
疑
問
が
あ
る
。
後
出

の
最
高
裁
昭
和
五
七
年
七
月

一
五
日
付
判
決
の
事
例
は
右

の
解
釈
に
再
考

の
機
会
を
提
供
す
る
も

の
と
考
え
ら
れ
る
。

以
下
右

の
点
に
つ
い
て
述
べ
る
。
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二

、

ま
ず
従
前
よ
り
の
学
説
を
整
理
す
る

日
、
田
中
耕
太
郎
手
形
小
切
手
法
概
論

一
九
頁
、
「
為
替
手
形
の
引
受
人
、

手
形
の
主
た
る
債
務
の
時
効
消
滅
と
償
還
義
務

約
束
手
形
の
振
出
人
の
債
務
が
時
効
で
消
滅
し
た
の
ち
な
お
償
還
義
務
が
時
効
期
間
内

存
続

嶋



手
形
の
主
た
る
債
務
の
時
効
消
滅
と
償
還
義
務

す
る
か
又
は
全
然
消
滅
す
る
か
。

こ
の
点
に
関
し
学
説
は
岐
る
る
も
私
は
償
還
義
務
が
第

二
次
的

の
も
の
な
る
点
及
び
償
還
義
務
者
が
有
効
な
手
形
と
引
換
に
の
み
償
還

を
な
す
を
得
る
点
か
ら
消
滅
す

る
も

の
と
す
る
説
に
左
祖
す
る
。
L

口
、
石
井
照
久
、
鴻
常
夫
手
形
法
小
切
手
法
商
法
W

=

一
二
頁
、
鴻
常
夫
ジ

ュ
リ

ス
ト
六
九
二
号
、
右
同
旨
。

日
、
田
中
誠
二

手
形
小
切
手
法
詳
論
上
巻

二
六
二
頁
、
「
引
受
人
ま
た
は
約
束
手
形
の
振
出
人

に
対
す
る
手
形
金
額
請
求
権
が
時
効
消
滅
し
た
と
き
に
は
、

償
還
請
求
権

は
手
形
金
額
請
求
権
を
主
た
る
権
利
と
す
る
従
た
る
権
利

で
あ
る
性
質
を
有
す
る
か
ら
、
手
形
金
額
請
求
権
の
時
効
消
滅
に
よ
り
償
還
請
求
権
も
同
時
に
消
滅
す
る
。
理

由
ω
手
形
金
額
請
求
権
と
償
還
請
求
権
と
は
択

一
的
関
係
に
た

つ
手
形
上
の
主
た
る
権
利

で
あ

っ
て
、
後
者
は
前
者
の
相
手
方
の
変
化
し
た
も
の
と
解
す
る
の
が
相
当
と

思
う
も

の
で
あ
る
か
ら
、

こ
の
両
者

の
関
係
は

一
般

の
保
証
債
務
の
主
た
る
債
務

に
対
す
る
関
係
よ
り
も
さ
ら
に
密
接
で
あ
る
と
解
す
べ
き

こ
と
、
②
手
形
法
第
五
〇
条

は
遡
求
権
行
使

の
前
提
条
件
と
し
て
は
有
効
な
手
形

の
存
在
す
る
の
を
要
す
る
趣
旨
で
あ
る
こ
と
、
⑧
所
持
人
が
手
形
金
請
求
権
の
時
効
中
断
し
な
い
で
、
主
た
る
債
務

者

の
責
任
を
追
及
で
き
な

い
よ
う
に
し
た
の
で
あ
る
か
ら
、
所
持
人
は
そ
の
不
利
を
受
け
て
も
致
し
方
な
い
こ
と
、
ω
手
形
上
の
主
た
る
債
務

の
時
効
消
滅

に
よ
る
手
形

債
権
者

の
損
失
は
後
述

の
利
得
償
還
請
求
権

の
制
度

(手
八
五
)

に
よ

っ
て
救
済
さ
れ
る
べ
き
も

の
で
あ

っ
て
、
遡
求
権

の
無
理
な
存
続
を
認
め
る
方
法
に
よ
る
べ
き
も

の
で
は
な
い
。
」

四
、
竹
田
省
手
形
法
小
切
手
法
六
九
頁

「
主
た
る
債
務
者
即
ち
為
替
手
形

の
引
受
人
、
約
束
手
形

の
振
出
人
に
対
す
る
権
利
が
時
効

に
よ
り
消
滅
し
た
る
と
き
は
、
手
形
の
所
持
人
そ
の
他

の
後
者
は
そ

の
前

者
に
対
す
る
遡
求
権
を
失
う

こ
と
と
な
る
。
こ
れ
遡
求
権
を
行
使
す
る
に
は
手
形
を
返
還
す
る
こ
と
を
要
し

(
手
五
〇
)
、

し
か
も
そ

の
手
形
は
所
謂
健
全
な
手
形

た
る

こ
と
を
要
す
る
結
果
で
あ
り
、
時
効

に
よ
り
遡
求
権
が
消
滅
す
る
の
で
は
な
い
。
」

㈲
、
鈴
木
竹
雄
手
形
法
小
切
手
法

三
〇
九
頁

「
約
束
手
形
の
振
出
人

に
対
す

る
時
効
が
完
成
す
れ
ば
遡
求
権
を
行
使
し
え
ざ
る
に
い
た
る
も

の
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。
手
形
法
五
〇
条

一
項
が
遡
求
権
の
行
使
に
手

形
の
返
還
を
要
求
し
て
い
る
の
は
、
償
還
し
た
も
の
に
そ
の
求
償
を
可
能
な
ら
し
め
る
た
め
の
も
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
よ
う
に
内
容
が
損
わ
れ
た
手
形
を
返
還
し
て
償

還
を
求
め
る
こ
と
は
で
き
な

い
と
解
す
べ
き

で
あ
る
。
中
断
し
な
い
で
時
効

に
か
け
主
債
務
者

の
責
任
を
追
求
し
え
な
い
よ
う
に
し
た
所
持
人

は
不
利
益
を
受
け
て
も
仕

方
が
な
い
。」
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因
、
注
釈
手
形
法
小
切
手
法
大
隅
健

一
郎
、
河
本

一
郎
三
九
二
頁

結
論
右
同
旨
、

「手
形
法
五
〇
条

一
項
が
遡
求
に
当
り
手
形

の
返
還
を
要
求
し
て
い
る
の
は
、

受
戻
者
を
し
て
さ
ら
に
そ

の
権
利
を
行
使
す
る
こ
と
を
可
能
な
ら

し
め

ん
と
の
趣
旨
に
基
く
と
解
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
」

㈹
、
梶
山
淳

ジ

ュ
リ
ス
ト
六
九
三
号

一
二
六
頁

結
論
右
同
旨

囚
、
前

田
庸
判
例

タ
イ
ム
ス
五
〇
五
号

二
〇
二
頁

結
論
右
同
旨

囲
、
伊
沢
孝
平
手
形
法
小
切
手
法

二
二
三
～
四
頁

主
た
る
債
務

の
時
効
消
滅

は
償
還
義
務

に
影
響
を
及
ぼ
さ
な
い
。

理
由
①
主
債
務
が
支
払
免
除
に
よ

っ
て
消
滅
す
れ
ば
償
還
義
務
も
亦
消
滅
す
る
の
は
、
手
形
関
係
が
そ
の
終
局
目
標
と
す
る
金
銭
支
払

の
目
的
を
遂
げ

た

か

ら

で

あ

る
。
然

る
に
主
債
務
の
時
効
消
滅
は
右
の
目
的
を
果
さ
し
む
る
も

の
で
は
な
い
。
②
主
債
務
と
償
還
義
務
と
の
間

に
は
主
債
務
と
保
証
債
務
と

の
如
き
主
従
関
係
な
き

の

み
か
、
そ
の
成
立
に
於
て
は
、

一
の
無
効
は
他

の
効
力
に
全
く
影
響
な
き
も
の
で
あ
り
、
そ
の
存
続
上
も
別
様

に
解
す
べ
き
理
由
な
く

(時
効
中
断

の
相
対
的
効
力
を
併

せ
考
え
ら
れ
た
し
)
③
手
形
法
五
〇
条
に
所
謂
手
形
は
そ
の
外
観
上
手
形
た
る
形
式
を
有
す
れ
ば
足
り
、
主
た
る
債
務
を
化
体
す
る
の
要
は
な
い
。
け
だ
し
償
還
請
求
上

手
形

の
引
渡
を
必
要
と
す
る
は
二
重
弁
済
を
避
け
し
め
且

つ
更

に
再
償
還
の
請
求
を
な
す

の
便
宜
を
供
す

る
た
め
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
④
尚
手
形
時
効
期
間

の
短
期
な

る
こ
と
、
手
形
時
効
の
中
断

に
は
手
形
の
呈
示
を
伴

へ
る
請
求
を
必
要
と
す
る
こ
と
判
例
な
る
こ
と
及
び
手
形
所
持
人
に
は
可
能
な
る
べ
き
あ
ら
ゆ
る
救
済
手
段
を
与
え

て
手
形
制
度

の
目
標
と
す
る
金
銭

の
支
払
を
確
得
す
べ
き

こ
と
等
諸
点
を
併

せ
考
え
て

(
右
の
結
論
と
す

る
。
)
」

以
上
学
説
日
～
囚
が
通
説
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ

の
理
由
と
す
る
と

こ
ろ
は
、

ω
、
手
形
の
償
還
義
務
は
主
た
る
債
務

に
従
た
る
も
の
で
主
た
る
債
務
が
消
滅
す
れ
ば
従
た
る
償
還
義
務
も
消
滅
す
る

㈲
、
手
形
法
五
〇
条

で
償
還
義
務
者
に
手
形

の
受
戻
を
要
求
す
る

こ
と
を
認
め
る
の
は
、
再
求
償

の
た
め
で
あ
り
、
主
た
る
債
務
が
時
効
消
滅
し
た
手
形
で
は
償
還
義

義
者
が
主
た
る
債
務
者

に
求
償
請
求
で
き
な
い
の
で
償
還
義
務
も
消
滅
す
る

手
形
の
主
た
る
債
務
の
時
効
消
滅
と
償
還
義
務
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手
形
の
主
た
る
債
務
の
時
効
消
滅
と
償
還
義
務

と
い
う
二
点

で
あ
る
。

三

、

次
に
判
例
を
摘
示
す
る

e
、
大
審
院
昭
和
八
年
四
月
六
日
付
判
決
民
集

一
二
巻

六
号
五
五

一
頁
は

「
手
形
を
償
還

セ
シ
ム
ル

コ
ト

ハ
償
還

ヲ
為

シ
タ
ル
者

ヲ
シ
テ
再
ビ
有
効

ナ
ル
手
形
所
有
権
ヲ

取
得

セ
シ
メ
テ
更

二
之
ヲ
シ
テ
手
形

ノ
所
持
人
又
は
償
還
請
求
者

ト
シ
テ
ノ
権
利

ヲ
行
使

シ
得

ヘ
キ
地
位

二
復

セ
シ
ム
ル
モ
ノ
ナ
ル
コ
ト
ヲ
知

リ
得

ヘ
キ
ト
共

二
償
還
請

求
者
力
如
上
書
面

ヲ
引
渡

ス
コ
ト
能

ハ
サ
ル
ヵ
為

メ
償
還

ヲ
為

ス
者
力
其

ノ
前
者

二
対

ス
ル
完
全
ナ
ル
権
利

ヲ
取
得

ス
ル
コ
ト
能

ハ
サ
ル
場
合

二
於
テ

ハ
其
ノ
者

ノ
償
還

ノ
請
求

二
応

ス
ル
ノ
義
務
ナ
キ
モ
ノ
ト
解

ス

ヘ
ク
、
約
束
手
形

ノ
振
出
人

ノ
義
務

力
時
効

二
因

リ
消
滅

シ
タ
ル
場
合

ノ
如

キ

ハ
其
ノ
手
形

ノ
所
持
人

ハ
振
出
人

ヨ
リ
時
効

ヲ
援
用

セ
ラ
ル
ル
ヵ
為

メ
其

ノ
権
利
ヲ
行
使

シ
得

サ
ル

コ
ト
ア
ル
ヘ
キ

ハ
之

ヲ
予
想

ス
ル

ニ
難

カ
ラ
サ
ル
所

ニ
シ
テ
償
還
ヲ
為

ス
者

ハ
此

ノ
如

キ
手
形
ヲ
取
得

ス
ル
モ
其

ノ
前
者

二
対

シ
完
全
ナ
ル
手
形
上

ノ
権
利
ヲ
取
得

ス
ル

ニ
由

ナ
キ
ヲ
以
テ
如
上
約
束
手
形

ノ
所
持
人

ハ
其

ノ
前
者

二
対

シ
テ
償
還

ヲ
求

ム
ル
ヲ
得
サ
ル
モ
ノ
ナ
リ
ト
云

ハ

サ
ル
ヘ
カ
ラ
ス
」
と
す
る
。

口
、
大
審
院
昭
和

一
二
年
八
月

一
〇
日
付
判
決
法
律
新
聞
四

一
八

一
号

=

頁
は

「
…
…
又
手
形

ノ
裏
書
人

ハ
其

ノ
償
還
義
務

ヲ
履
行

ス
ル
コ
ト

ニ
ョ
リ
手
形
ヲ
取
得

シ

以

テ
其

ノ
以
前

二
有

シ
タ
ル
手
形
上
ノ
権
利
ヲ
主
張

シ
得

ヘ
キ
地
位

二
置
カ
ル
ル

コ
ト
ヲ
要

ス
ル
モ
ノ
ナ
ル
カ
故

三
畏
書
人

ノ
回
復

ス

ヘ
キ
手
形
上

ノ
権
利
力
有
効

二
存

続

ス
ル
コ
ト

ハ
償
還
義
務

ノ
欠
ク

ヘ
カ
ラ
サ
ル
前
提
条
件

ナ
リ
ト
為

ス

ハ
夙

二
当
院
ノ
判
例
ト
ス
ル
ト

コ
ロ
ニ
シ
テ

(大
正
十
年
九
月
九
日
当
院
判
決
参
照
)
今
尚
之
ヲ

改
変

ス
ル
ノ
要

ア
ル
ヲ
見

ス
」
と
す
る
。

右
等

は
従
前

か
ら

の
判
例
と
し
て
紹
介
さ
れ
て
来
た
も

の
で
あ
る
が
、
以
下
は
最
近
第

一
審

か
ら
上
告
審
ま
で

一
連
の
興
味
あ
る
判
断

の
示
さ
れ
た
判
例
で
あ
る
。

日
、
東
京
地
裁
昭
和
五

一
年
四
月
九
日
付
判
決
判
例
時
報
八
二
八
号
八
五
頁
は

「
振
出
人
堀
池
稔

の
支
払
債
務

ノ
消
滅
時
効
は
昭
和
四
九
年
八
月

二
九
日
を
最
後
と
し
て

全
部
完
成
し
た
こ
と
に
な
る
。
…
…
そ
う
す
る
と
仮
に
被
告

(
裏
書
人
)
が
原
告

(
所
持
人
)
に
償
還
義
務
を
履
行
し
て
手
形
を
受
戻
し
て
も
、
被
告
が
振
出
人

に
再
遡

求
す
る
道
は
塞
が
れ
て
い
る
わ
け
で
あ

る
か
ら
、
被
告
は
受
戻
に
よ
る
失
費
を
回
収
す

る
こ
と
が
不
可
能
と
な
る
。
従

っ
て
約
束
手
形

の
最
終
支
払
義
務
者
が
時
効
に
よ

り
義
務
を
免
れ
る
場
合

は
中
間

の
償
還
義
務
者
の
義
務
も
消
滅
す
る
と
し
な
け
れ
ば
、
約
束
手
形
の
支
払
に
関
す
る
法

の
建
前

に
反
す
る
こ
と
と
な
る
の
で
、
被
告

の
原
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告
に
対
す
る
手
形
債
務
は
堀
池

の
債
務

の
消
滅
に
伴
な
い
消
滅
し
た
も

の
と
判
断
す
る
。
」
と
し
た
。

四
、
右

に
対
し
東
京
高
裁
昭
和
五
三
年
七
月
二
八
日
付
判
決
判
例
時
報
八
九
六
号
七
五
頁
は
、
前
日
の
控
訴
審
判
決
で
あ
り
、
事
実

の
概
略

は
次
の
と
お
り
で
あ

る
。

振
出
人
A
は
約
束
手
形
九
通

(合
計
金
額
二
、
九
〇
〇
万
円
、
も

っ
と
も
遅
い
満
期
昭
和
四
六
年
八
月

二
九
日
)
を
振
出
し
、
支
払
担
保

の
た
め
Y
が
裏
書
し
、
X
が

こ
れ
を
所
持
し
て
い
た
。

裏
書
人
Y
に
対
す
る
X
の
手
形
債
務

の
消
滅
時
効
が
完
成
し
た
昭
和
四
七
年

八
月

二
九
日
以
降
の
同
年

=

月

二
七
日
に
Y
は
X
に
対
し
て
右
九
通
の
手
形
債
務

の
支

払
を
約
束
す
る
確
認
書
を
差
入
れ
、
さ
ら
に
昭
和
四
八
年
三
月
六
日
Y
は
X
に
対
し
内
金
五
〇
〇
万
円
を
支
払

い
、
残
り
八
通
二
、
四
〇
〇
万
円
に
つ
い
て
同
年
三
月

一

五
日
限
り
支
払
を
約
束
す

る
確
認
和
解
書
を
交
し
た
。

昭
和
四
八
年

三
月
三
〇

日
X
は
Y
に
対

し
て
訴
を
提
起
し
、
同
年

六
月

一
▲四
日
付

に
て
Y
は
A
宛
に
訴
訟
告
知
を
し
、
同
月
二
六
日
同
告
知
書
は
A
に
送
達
さ
れ
た
。

昭
和
五

一
年

四
月
九
日
第

一
審
判
決

(
前
日
)
が
あ
り
、
そ
の
後

の
同
年

一
二
月

一
七
日
Y
は
A
に
対
す
る
訴
訟
告
知
を
取
下
げ

た
。

判
決
の
要
旨
は
、

「
こ
れ
を
要
す
る
に
本
件
で
は
裏
書
人
た
る
被
控
訴
人

(
Y
)
は
、
①
自
己
の
償
還
義
務

に
つ
い
て
消
滅
時
効
の
利
益
を
放
棄
し
た
上
、
所
持
人

た
る
控
訴
人

(
X
)

及
び
そ
の
代
理
人
に
対
し
て
再
三
に
わ
た

っ
て
支
払
義
務
あ

る
こ
と
を
認
め
、
確
実

に
そ

の
履
行
が
な
さ
れ
る
も
の
と
期
待
を
抱

か
せ
な
が
ら
、
そ

の
信
頼
を
裏
切

っ
て

こ
れ
を
履
行
せ
ず
、
②
本
件
訴
訟
に
お
い
て
も
手
形
裏
書
自
体
を
否
認
し
た
り
、
そ
の
他
種

々
の
主
張
を
提
出
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
そ
の
審
理
に
長
期
間
を
費
や
さ
せ
る

一
方
で
、
③
償
還
義
務
を
履
行
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
振
出
人

(
A
)

に
対
し
取
得
す

べ
き
手
形
金
請
求
権
に

つ
い
て
、

一
旦
み
つ

か
ら
消
滅
時
効
を
中
断
す
る
措
置
を
と

り
な
が
ら
、
控
訴
審

に
至
り
不
利
益
を
承
知
の
う
え
で
こ
れ
を
撤
回
し
た

の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
結
果
と
し
て
た
と
え
現
在
で
は
振
出
人

(
A
)
に
対
し
て
手
形
金

の
支

払
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
ぎ
ず
、
償
還

に
よ
る
失
費
回
復

の
余
地
が
存
在
し
な
く
な

っ
た
と
し
て
も
、
被
控
訴
人

(
Y
)
は
信
義
則
に
照
ら
し
控
訴
人

(
X
)
に
対
す
る

償
還
義
務

の
履
行
を
ま
ぬ
が
れ
る
こ
と

は
で
き

な
い
と

い
う
べ
き

で
あ
る
。
な
お
約
束
手
形
の
振
出
人

の
手
形
金
支
払
義
務

に
つ
き
消
滅
時
効
が
完
成
し
た
場
合
に
は
所

持
人

は
裏
書
人
に
対
し
て
も
償
還
請
求
権
を
行
使
す

る
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
こ
と
解
し
た
判
例
が
あ
る
が

(
前
記
日
、
目
の
判
例
を
引
用
)

い
ず
れ
も
現
行
手
形
法
が

施
行
さ
れ
る
以
前

の
事
案

に
関
す
る
も

の
で
あ
る
う
え
、
本
件
で
は
裏
書
人
が
自
己

の
償
還
義
務

に
つ
い
て
消
滅
時
効

の
利
益
を
放
棄
し
、
し
か
も
振
出
人
に
対
し
て
取

得
す
べ
き
手
形
金
請
求
権

に
つ
い
て
み
ず
か
ら
消
滅
時
効
を
中
断
す

る
措
置
を
と

っ
て
い
る
点

で
事
実
を
異
に
す

る
か
ら
、
右
各
判
例

の
あ
る
こ
と
は
、
前
記
判
断
を
す

手
形
の
主
た
る
債
務
の
時
効
消
滅
と
償
還
義
務
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手
形
の
主
た
る
債
務
の
時
効
消
滅
と
償
還
義
務

る
に
つ
い
て
の
妨
げ
と
は
な
ら
な
い
も

の
と
解
さ
れ
る
。
」
と
す
る
。

働
、
さ
ら
に
最
高
裁
昭
和
五
七
年
七
月

一
五
日
付
判
決
判
例
時
報

一
〇

六
二
号

=
二
七
頁
は
右
四

の
上
告
審
判
決
で
あ

る
。

「
約
束
手
形

の
振
出
人
の
手
形
金
支
払
義
務

に
つ
き
消
滅
時
効
が
完
成
し
た
場
合

に
は
、裏
書
人

の
償
還
義
務
も
こ
れ
に
伴

っ
て
消
滅
す
る
と
解
す
べ
き

で
あ
る
…
…
」

と
し
な
が
ら

(
そ

の
理
由
は
示
さ
れ
て
い
な

い
)
、

「
①
約
束
手
形
の
裏
書
人
自
ら
が
所
持
人
に
対
し
て
自
己

の
償
還
義
務

に
つ
い
て
、

そ
の
時
効
経
過
後

に
消
滅
時
効

の
利
益

の
放
棄
な

い
し
債
務

の
承
認
を
し
た
う
え
、
専
ら
自
己
に
対
す

る
信
頼

に
基
づ
い
て
右
手
形
を
取
得
し
た
所
持
人
及
び
そ
の
代
理
人
…
…
に
対
し

て
再
三
に
わ
た

り
…
…
右
手
形
金
支
払
義
務
が
あ
る
こ
と
を
認

め
る
よ
う
な
態
度
を
示
し
、
同
人
ら
に
確
実

に
そ

の
履
行
が
さ
れ
る
も

の
と
期
待
を
抱
か
せ
な
が
ら
、
の
ち
に
態
度
を
ひ

る
が
え
し
、
そ
の
信
頼
を
裏
切

っ
て
償
還
義
務
を
履
行
し
よ
う
と
せ
ず
、
②
已
む
な
く
右
所
持
人
よ
り
提
起
さ
れ
た
手
形
金
請
求
訴
訟

に
お
い
て
も
当
該
手
形
の
裏
書
自

体
を
否
認
し
た
り
、
そ
の
他
種

々
の
主
張
を
提
供
し
て
引
延
し
と
み
ら
れ
る
抗
争
を
す
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
審
理
に
長
期
間
を
費
さ
せ
、
そ

の
間
に
所
持
人
が
専
ら
裏

書
人
を
信
頼
し
て
そ
の
義
務
履
行
が
確
実
に
さ
れ
る
も
の
と
期
待
す
る
余

り
、
振
出
人
に
対
す

る
手
形
請
求
権
に
つ
い
て
消
滅
時
効
中
断

の
措
置
を
怠

っ
た
が
た
め
に
振

出
人

の
手
形
金
支
払
義
務
が
消
滅
し
た
の
に
乗
じ
、

こ
れ
に
伴

っ
て
自
己
の
裏
書
人
と
し
て
の
償
還
義
務
も
当
然
消
滅
す
る
に
至

っ
た
と
し
て
右
義
務

の
履
行
を
免
れ
よ

う
と
す

る
所
為

に
で
る
よ
う
な
こ
と
は
著
し
く
信
義
則
に
反
し
許
さ
れ
な

い
も

の
と
解
す
る
の
を
相
当
と
す
る
。
」
と
判
示
し
た
。

以
上
日
～
固
の
判
例
で
は
、
第

一
審

の
日
は
通
説
及
び
従
来
の
判
例
に
従

っ
て
所
持
人
X
の
敗
訴
と
し
た
。
し
か
し
そ
の
結
果
が
妥
当

で
な

い
の
で
、
控
訴
審

の
四
は

従
来

の
判
例
の
考
え
方
を
採
ら
な
い
か
、
少
く
と
も
事
案
が
異
な
る
と
し
て
、
所
持
人
X
の
勝
訴
と
し
た
。

こ
れ
に
対
し
て
上
告
審
㈲
は
通
説
及
び
従
来

の
判
例
の
立
場

を
と
り

つ
つ
、
信
義
則
と
い
う

一
般
規
定
に
よ

っ
て
結
論

の
妥
当
性
を
図
り
、
所
持
人
X
の
勝
訴
と
し
た
の
で
あ
る
。

因
、
な
お
、
主
た
る
債
務
が
時
効
消
滅
し
た
と
き
手
形
保
証
債
務
が
存
続
し
う
る
か
ど
う
か
に

つ
い
て
、
最
高
裁
昭
和
四
五
年

六
月

一
八
日
付
判
決
判
例
時
報
五
九
七
頁

は
、

「
主
た
る
債
務
者

の
手
形
債
務

に
つ
き
消
滅
時
効
が
完
成
し
た
場
合

に
も
手
形
保
証
債
務
が
消
滅
し
な
い
も

の
と
す

る
と
き

は
、

手
形
保
証
人
が
そ

の
債
務
を
履
行

し
た
後

に
主
た
る
債
務
者
に
対
し
求
償
権
を
行
使
し
て
も
、
主
た
る
債
務
者
か
ら
自
己
の
消
滅
時
効
を
援
用
さ
れ
て
、
手
形
保
証
人
は
求
償
の
途
を
失
う
事
態
を
生
ず
る

こ
と
に
な
り
、
手
形
保
証

の
性
質

に
反
す
る
も

の
と

い
わ
ね
ぽ
な
ら
な
い
。
さ
れ
ば
主
た
る
債
務

に

つ
き
消
滅
時
効
が
完
成
し
た
と
き
手
形
保
証
債
務
も
消
滅
し
手
形
保

証
人
は
手
形
所
持
人

の
請
求
に
対
し
て
は
み
ず
か
ら
主
た
る
債
務
者

の
手
形
債
務

の
消
滅
時
効
を
援
用
す
る
こ
と
に
よ
り
保
証
債
務
の
消
滅
を
主
張
し
て
そ

の
履
行
を
拒

む
こ
と
が
で
き
る
も

の
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
。

・…
:
」
と
判
示
し
て
い
る
。
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右
の
と
お
り
判
例
は
主
た
る
債
務
が
消
滅
時
効
に
罹

っ
た
場
合
に
償
還
義
務
も
消
滅
す
る
も

の
と
し
、

て
い
る
。

四

、

そ

の
理
由
と
し
て
は
前
記

二
、
通
説
の
②

の
理
由
を
根
拠
と
し

一
、
手
形
行
為

の
独
立
性
な
い
し
手
形
債
務

の
独
立
性

の
原
則
に
も
拘
ら
ず
、
主
た
る
債
務
で
あ
る
為
替
手
形
の
引
受
人
或
い
は
約
束
手
形

の
振
出
人

の
手
形
債
務
が
弁

済
に
よ

っ
て
消
滅
す
れ
ば
全
手
形
関
係
は
目
的
を
達

し
、
従
た
る
債
務
で
あ

る
裏
書
人
等
の
償
還
義
務

は
消
滅
す
る
。
免
除
、
相
殺
、
代
物
弁
済
も
こ
れ
に
準
ず

る
。

こ

の
意
味

で
も
償
還
義
務
は
二
次
的
、
補
充
的
な
存
在

で
あ
る
が
、
前
記
二
の
通
説

の
理
由
ω
は
消
滅
時
効
を
右
等
に
準
ず

る
も
の
と
し
、
主
た
る
債
務

の
時
効
消
滅
に
よ

っ
て
従
た
る
償
還
義
務
も
消
滅
す
る
と
す
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
消
滅
時
効
を
弁
済
と
同
様

に
扱
う
こ
と
に
は
疑
問
が
あ
る
。
け
だ
し
、
①
消
滅
時
効

は
弁
済
と
異
な
り
、
経
済
的
に
手
形

の
終
局
目
的
を
達
す
る
も

の
で
は
な

い
こ
と

(
同
旨
前
記
伊
沢
)
、

②
時
効

の
効
果

は
相
対
的
で
あ
る
こ
と
、

③
時
効

の
効
力
は
援
用
に
よ

っ
て
生
じ
る
こ
と
、
④
時
効

の
完
成

に
は
手
形

の
受
戻
を
伴
わ
な

い
こ
と
等
の
不
確
定
要
素
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

し
た
が

っ
て
償
還
義
務
が
二
次
的

で
あ
る
こ
と
の
み
を
も

っ
て
直
ち
に
主
た
る
債
務

の
時
効
消
滅
に
よ
り
償
還
義
務
も
消
滅
す
る
と
す
る
に
は
足
り
ず
、
通
説
判
例
は

前
記
②

の
理
山
を
根
拠
と
す
る
。
即
ち
手
形
法
五
〇
条
に
よ
り
償
還
義
務
者
が
手
形

の
受
戻
を
主
張
す
る
こ
と
が

で
き
る
の
は
主
た
る
債
務
者
に
対
し
て
再
度
求
償
す
る

た
め
で
あ
り
、
主
た
る
債
務
者
に
対
す
る
手
形
債
権
が
時
効
消
滅
し
て
し
ま

っ
た
手
形

で
は
再
求
償
は
で
き
な
い
の
で
あ
り
、
し
か
も
主
た
る
債
務
の
時
効
消
滅

ぱ
所
持

人
の
責
任
と

い
う
べ
き
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
不
利
益

は
所
持
人
が
負
担
す
べ
ぎ
で
あ
る
と
す
る
の
で
あ
る
。

二
、
し
か
し
乍
ら
手
形
債
務

の
消
滅
時
効

の
効
力
は
相
対
的

で
あ
り
、
そ
の
中
断
も
相
対
的
個
別
的
で
あ
る
。

手
形
行
為

の
独
立
性
に
も
と
づ
き
手
形
上

の
債
務
者
が
数
人
あ
る
場
合
に
も
、
そ
の
夫
々
に
対
す
る
権
利
は
独
立
し
て
時
効
に
罹
る
。
し
た
が

っ
て
あ

る
遡
求
義
務
者

対
す
る
に
権
利
が
時
効
に
よ
り
消
滅
し
て
も
、
他
の
遡
求
義
務
老
や
振
出
人

に
対
す
る
権
利
は
、
そ
の
権
利
に
つ
い
て
時
効
が
完
成
し
な
い
限
り
、
当
然

に
は
時
効

に
よ

っ
て
消
滅
す

る
こ
と
は
な

い

(
前
記
田
中
誠

二
、
二
六
二
頁
)
。

通
説
判
例

ぱ
約
束
手
形
の
振
出
人

の
手
形
債
務
が
時
効
消
滅
す
れ
ば
、
裏
書
人

に
対
す

る
所
持
人

の
償
還
義
務
も
消
滅
す
る
と
い
う
が
、
そ
の
場
合
漠
然
と

「
振
出
人

手
形
の
主
た
る
債
務
の
時
効
消
滅
と
償
還
義
務
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手
形
の
主
た
る
債
務
の
時
効
消
滅
と
償
還
義
務

の
手
形
債
務
」
と
す
る
の
み
で
、
そ
れ
が
所
持
人
に
対
す
る
債
務

を
指
す
の
か
、
或
い
は
裏
書
人
に
対
す
る
求
償
債
務
を
指
す
の
か
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な

い
。
言

い
換

え
れ
ば
振
出
人
の
手
形
債
務
が
相
手
方
を
何
人
と
し
て
時
効
消
滅
し
た
場
合

の
効
力
が
所
持
人

の
裏
書
人
に
対
す
る
償
還
請
求
権
を
消
滅
さ
せ
る
の
か
と

い
う
点
に
つ
い

て
明
確
に
言
及
さ
れ
て
は
い
な
い
。

推
測
す
る
と
こ
ろ
、
通
説
判
例
の
考
え
方

で
は
振
出
人
の
裏
書
人
に
対
す
る
求
償
債
務
を
指
す
も

の
と
解
さ
れ

る
。
け
だ
し
、
通
説
判
例
は
振
出
人

の
手
形
債
務
が
時

効
消
滅
し
、
裏
書
人

の
再
求
償

の
権
利
行
使
が
不
能
と
な

っ
た
こ
と
を
所
持
人
に
対
す
る
裏
書
人
の
遡
求
義
務
消
滅
の
理
由
と
し
て
お
り

(
前
記

二
鈴
木
な
ど
)
、
ま
た
前

記
三
、
四
の
東
京
高
裁
の
判
例
は
所
持
人

の
振
出
人

に
対
す
る
消
滅
時
効
が
完
成
し
て
も
、
裏
書
人
が
振
出
人
に
対
す
る
求
償
権
に
つ
い
て
時
効
中
断
す
れ
ば
、
所
持
人

の
裏
書
人

に
対
す
る
償
還
請
求
権
は
消
滅
し
な
い
旨
判
示
し
て
い
る
。

も
し
反
対
に
所
持
人
の
振
出
人
に
対
す
る
手
形
債
務
を
指
す
と
解
す
る
な
ら
ぽ
、
所
持
人

の
受
け
る
消
滅
時
効
の
効
力
が
裏
書
人
に
及
ぶ
こ
と
と
な
り
、
時
効

の
相
対

性
の
原
則
に
反
す

る
こ
と
明
ら
か
で
あ
る
。
実
質
的

に
も
裏
書
人
と
し
て
は
自
己
の
振
出
人

に
対
す
る
求
償
の
途
が
あ
る
限
り
、
自
己

の
償
還
義
務

の
消
滅

を
主
張
す

る

利
益

の
根
拠

は
な
い
。

そ
れ
ゆ
え
通
説
判
例
に
よ
れ
ば
、
裏
書
人

の
振
出
人
に
対
す
る
求
償
権
が
時
効
消
滅
す
る
た
め
に
所
持
人

の
裏
書
人
に
対
す
る
償
還
請
求
権
が
消
滅
す
る
と
説
く
も
の

と
理
解
で
き
る
。

果
し
て
そ
う
と
し
て
、
通
説
判
例
は
所
持
人
が
振
出
人
に
対
し
て
時
効
中
断
し
な
か

っ
た
た
め
、
裏
書
人
が
振
出
人
に
対
す
る
求
償
権
を
失
な
う
の
に
至

る

と

言

う

が
、
所
持
人
が
自
分

の
振
出
人

に
対
す
る
手
形
債
権

の
時
効
中
断
を
し
て
も
、
裏
書
人
に
お
い
て
そ

の
効
果
を
援
用
し
、
裏
書
人
の
振
出
人

に
対
す
る
求
償
権
の
時
効
中

断
の
主
張
が
で
き

る
と
い
う

こ
と
の
論
理
的
根
拠
は
何
ら
示
さ
れ
て
い
な
い
し
、
か
か
る
主
張
を
認
め
る
こ
と
が
手
形
法
七

一
条
の
時
効
中
断
の
相
対
性
個
別
性

の
原
則

に
反
す
る
こ
と
明
ら
か
で
あ
る
。

反
面
手
形
法
七

一
条

の
原
則
に
よ

っ
て
、
所
持
人

の
立
場
か
ら
裏
書
人

の
振
出
人

に
対
す
る
求
償
債
権
の
消
滅
時
効

の
中
断
を
な
す
術
は
な
い
。

そ
れ
故
さ
ら
に
所
持
人
が
振
出
人
及
び
裏
書
人
に
対
し
て
手
形
債
権

の
消
滅
時
効
を
夫

々
中
断

し
て
、
両
債
権

の
存
続
中
で
あ

っ
て
も
、
そ
れ
と

は
無
関
係
に
裏
書
人

の
振
出
人
に
対
す
る
求
償
権
は
消
滅
時
効
に
罹
か
る
と
考
え
ら
れ
、
通
説
判
例
に
よ
れ
ば
そ
の
場
合
所
持
人

は
裏
書
人
に
対
す
る
償
還
請
求
権
を
失
な
う

に
至
る
こ
と
と

な
る
が
、
通
説
判
例
に
お
い
て
は
、
か
か
る
点
に

つ
い
て
何
ら
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
。
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三
、
こ
の
こ
と
は
法
律
実
務
上
重
大
な
事
態
を
招
く
虞
れ
が
あ

る
。

ω
例

え
ば
裏
書
人

の
信
用
で
約
束
手
形
を
受
取

っ
た
所
持
人
は

(
前
記

三
、
㈹
～
㈲

の
判
例

の
ヶ
ー
ス
も
そ
う
で
あ
る
)
、

振
出
人
の
支
払
を
期
待

し
て
お
ら
ず
、

不

渡

と
な

っ
て
も
裏
書
人

に
対
し
て
支
払
請
求
を
し
、
支
払

の
な

い
場
合
に
は
裏
書
人
に
対
し
て
の
み
訴
訟
を
提
起
す
る
ヶ
ー
ス
が
多

い
。
と

こ
ろ
が
通
説
判
例
の
考
え
方

で
あ
れ
ば
、
所
持
人
は
裏
書
人
に
対
し
て
勝
訴

の
確
定
判
決
を
得

て
も
安
心
し
て
お
れ
な
い
。
裏
書
人

の
振
出
人
に
対
す
る
求
償
権

の
消
滅
時
効
が
事
実
審

の
口
頭
弁
論

終
結
後

に
完
成
す
れ
ば
、
裏
書
人

の
請
求
異
議

の
訴

(
民
事
執
行
法
三
五
条
)

に
よ

っ
て
所
持
人
は
敗
訴
す
る
こ
と
と
な
る
。

②
、
し
か
ら
ば
所
持
人
が
振
出
人
と
裏
書
人
両
方
を
相
手
取

っ
て
訴
を
提
起
す
れ
ば
ど
う
か
。
そ

の
場
合
所
持
人

の
振
出
人
及
び
裏
書
人
に
対
す
る
各
時
効

は
勿
論
中

断
す
る
。
し
か
し
裏
書
人

の
振
出
人
に
対
す
る
時
効
中
断

に
は
関
係
が
な

い
。
し
た
が

っ
て
そ

の
時
効
が
完
成
す
れ
ば
所
持
人

は
裏
書
人

に
対
す

る
請
求
に
つ
い
て
敗
訴

せ
ざ
る
を
得
な
い
。

㈲
、
さ
ら
に
、
所
持
人
が
振
出
人
と
裏
書
人
と
を
相
手
取

っ
て
勝
訴
確
定
判
決
を
得
た
場
合

(
こ
れ
は
所
持
人

の
立
場
と
し
て
は
自
分

の
権
利

の
保
全
の
た
め
最
大
限

の
処
置
を
と

っ
た
訳
で
あ
る
)
、

所
持
人

ぱ
民
法

一
七

二
条

の
二
に
よ
り

一
〇
年
間
振
出
人
及
び
裏
書
人
に
対
し
て
請
求
権
を
主
張
で
き

る
も
の
と
安
心
し
て
い
る

の
が

通
常
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
右

の
判
決
後
裏
書
人
の
振
出
人
に
対
す
る
求
償
権

の
消
滅
時
効
が
完
成
す
れ
ば
、
所
持
人
の
裏
書
人
に
対
す
る
権
利
は
消
滅
す
る
の
で
、
ω
と
同
様
裏
書
人

の
請
求
異
議

の
訴

で
所
持
人
は
敗
訴
せ
ざ
る
を
得
な

い
こ
と
に
な
る
。

右
の
裏
書
人

の
振
出
人
に
対
す

る
求
償
債
権
が
消
滅
時
効
に
罹
か
る
場
合
と

い
う

の
は
、
必
ず
し
も
裏
書
人

の
故
意
或
い
は
振
出
人
と

の
通
謀
と

い
う
作
為
的
事
実
が

な
く
て
も
、
極
く
通
常

に
発
生
す
る
可
能
性
が
あ
る
。
そ
れ
の
み
な
ら
ず
、
裏
書
人
と
し
て
は
手
形
を
所
持
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
後
述

の
と

お
り
時
効
中
断

に

手
形
所
持
を
不
要
と
解
さ
な
け
れ
ば
、
自
ら
時
効
中
断
を
す

る
こ
と
す
ら
出
来
な
い
こ
と
で
あ

る
と
も

い
え
る
。

以
上

の
よ
う
な
結
論
が
耐
え
難

い
不
当
性
を
有
す

る
こ
と
は
多
言
を
要
し
な
い
。
前
記
三
、
日
～
田

の
判
例

の
事
案
も
通
説
判
例

の
理
論

の
実
務
的
破
綻
を
示
す
も

の

と
い
う
べ
き

で
あ
る
。
手
形
法
律
関
係

は
本
来
技
術
的
で
あ
る
。
当
事
者
が
多
少

の
技
巧
を
用

い
た
と
し
て
も
、
一
般
規
程
で
対
処
す
る
の
は
軽

々
に
す

べ
き

で
は
な

い
。

四
、
以
上
要
す
る
に
通
説
判
例
に
よ
れ
ば
、
所
持
人

は
自
ら
中
断
す
る
術

の
な
い
振
出
人
と
裏
書
人
間
の
手
形
債
務

の
時
効
消
滅

の
効
力
を
受
け
る
こ
と
に
な
り
、
そ

の

不
当
な
こ
と
明
ら
か
で
あ
る
。
通
説
判
例
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
は
所
持
人
が
振
出
人

に
対
す
る
債
権

の
消
滅
時
効
を
中
断
し
な
か

っ
た
か
ら
で
あ
る
と
す
る
の
で
あ
る
が
、

手
形
の
主
た
る
債
務
の
時
効
消
滅
と
償
還
義
務
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手
形
の
主
た
る
債
務
の
時
効
消
滅
と
償
還
義
務

所
持
人
が
振
出
人

に
対
し
て
時
効
中
断
を
し
て
も
そ

の
効
力
が
手
形
法
七

一
条

に
拘
ら
ず
裏
書
人
に
及
ぶ
と
す
る
根
拠
は
何
ら
示
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
り
、
論
理
性
を

欠
く
と

い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

こ
の
よ
う
に
通
説
判
例
は
そ
の
論
理
性
を
欠
く

の
み
な
ら
ず
、
そ

の
結
果

の
不
当
な
こ
と
右

に
述

べ
た
と
お
り
で
あ
り
賛
成
で
き
な
い
。

そ
れ
ゆ
、兄
手
形
債
権
の
独
立
性
、
及
び
そ
の
消
滅
時
効
並
び
に
中
断

の
相
対
性
個
別
性
の
原
則
に
従

っ
て
、
主
た
る
債
務

の
時
効
消
滅

は
償
還
請
求
権
の
存
続
に
影
響

を
及
ぼ
さ
な

い
と
解
す

る
の
が
相
当
で
あ
る
。

五
、
な
お
そ
の
場
合
に
手
形
を
未
だ
受
戻
し
て
い
な
い
遡
求
義
務
者

に
時
効
中
断

の
途
を
開
か
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。
主
た
る
債
務

の
消
滅
時
効

の
始
期
が
満
期
日
と
な

っ
て
お
り
、
あ
た
か
も
除
斥
期
間

の
如
く
で
あ

っ
て
、
手
形
を
受
戻
し
て
い
な

く
て
権
利
行
使
が
未

だ
で
き
な
い
遡
求
義
務
者
に
対
し
て
も
時
効
の
期
間
が

ス
タ
ー
ト
す

る
制
度

に
問
題
が
あ
る
の
で
あ
る
が
、
手
形

の
所
持
に
関
係
な
く
時
効
の
進
行
が
開
始
す
る
以
上
、
手
形

の
所
持

の
有
無

に
関
係
な

く
時
効
中
断
の
途
が
な
け
れ
ぽ
不
合

理
で
あ
る
。
判
例
は
時
効
中
断
に
関
し
手
形

の
所
持
を
不
要
と
す
る

(最
高
裁
昭
和
三
八
年

一
月
三
〇
日
付
判
決
民
集

一
七
巻

一
号
九
九
頁
、
同
三
九
年

=

月
二
四
日

付
判
決
民
集

一
八
巻
九
号

一
九

五
二
頁
)
。

さ
ら
に
前
記
三
、

四
東
京
高
裁
の
判
決
で
は
、
振
出
人

に
対
す
る
訴
訟
告
知
に
時
効
中
断

の
手
形
法
八
六
条
の
適
用
を
認
め

て
い
る
が
、
右

の
意
味

で
い
ず
れ
も
賛
成
す
べ
き

で
あ
る
。
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